
事業者に対して一般労働者及び新商品開発業務従事労働者に対する医師による面接指導を
確実に実施するため、労働時間の状況を客観的な方法，その他適切な方法等により把握するこ
とを義務付け

①タイムカードによる記録
②パソコン等の電子計算機の使用時間
（ログインからログアウトまでの時間）の記録
など客観的な方法その他の適切な方法

「客観的な方法その他の適切な方法」の具体的な
内容について、別途示される予定

このことに対して、事業場外労働等のケースでは、
一定の要件のもとに労働者の自己申告による認め
られる予定（➀労働者に対する説明②実態調査③
乖離について補正などの要件が考えられる。）

把握した労働時間の状況の
記録を作成し、３年間保存す
ること。

労働時間の状況の把握の義務

労働時間の情報の通知の義務

把握の方法

安衛則第52条の２第３項

安衛法第66条の８の３、安衛則52条の７の３

➀労働時間の把握義務

事業者に、週４０時間超の労働時間が

１か月８０時間超えの労働者に対して、
労働時間の状況に関する情報を通知
することを義務付け



労働時間とは

②労働時間の把握義務

労働時間 休憩 労働時間早出 残業

始
業

終
業

始業時刻から終業時刻までの時間から、
休憩時間を除いた時間

手待ち時間は労働時間に含まれる
休憩時間は、労働から解放され、自由利用が保障されている時間

「客観的な方法その他適切な方法」

タイムカードやパソコン等による労働時間の把握ができない事業場外労働等のケースでは、
一定の要件により、労働者の自己申告による把握。→ 詳しくは（平成３０年１２月２８日付
基発１２２８第１６号）「労働安全衛生法等の解釈等について」をご覧ください。

朝礼


